
行方市総務部税務課　宛

指定番号（5桁の番号）：

事業所名：

担当者名：　 電話番号：

＜税額通知書に記載がないが特別徴収にしてほしい場合＞

＜税額通知書に記載されているが普通徴収にしてほしい場合＞

※５月２0日（月）までにご提出ください。（FAX可）
※本紙で切替ができるのは、令和６年度分のみです。
・記載欄が足りない場合は、本紙をコピーして使用してください。

F　退職している方又は５月３１日までに退職予定の方（休職・産休・育休含む）

　※特別徴収にしない（普通徴収へ切り替える）場合、下記A～Fの理由が必要です。

A　受給者総人員が２人以下の事業者から給与を支給されている方

B　他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方

C　給与から個人住民税を特別徴収しきれない方や、行方市に租税条約届出を提出している方

D　給与が毎月支給されていない方（給与の支払いが不定期の方）

E　事業専従者（給与支払者が個人事業主の場合のみ対象）

・対象者の氏名（フリガナ）・生年月日をご記入の上、「特別徴収にする」にチェックを入れ、徴収開始月（６月
または７月）を○で囲んでください。

　Ｔ　・　Ｓ　・　Ｈ

　　　　．　　．

　Ｔ　・　Ｓ　・　Ｈ

　　　　．　　．

□特別徴収にしない→　理由（　Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ ・ Ｅ ・ Ｆ　）

提出期限：令和６年５月２0日（月）必着　　FAX : 0299-72-3226

特別徴収の有無及び理由等

□特別徴収にする　→　開始月：　６月　・　７月

□特別徴収にしない→　理由（　Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ ・ Ｅ ・ Ｆ　）

□特別徴収にする　→　開始月：　６月　・　７月

　Ｔ　・　Ｓ　・　Ｈ

　　　　．　　．

□特別徴収にする　→　開始月：　６月　・　７月

□特別徴収にしない→　理由（　Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ ・ Ｅ ・ Ｆ　）

徴収方法変更依頼書

氏 名
フ リ ガ ナ 生年月日

　特別徴収税額の決定通知書に記載されている方で「特別徴収にすべき人が漏れている」場合や、「既に退職し
ているため普通徴収にしてほしい」場合には、本紙「徴収方法変更依頼書」により、令和６年５月２0日（月）まで
にご報告をお願いいたします（ＦＡＸ可）。なお、この変更依頼書による税額変更通知書は６月１２日(水)発送予
定となります。事前に税額の連絡が必要な場合には、電話にてお問合せください。

・対象者の氏名（フリガナ）・生年月日をご記入の上、「特別徴収にしない」にチェックを入れ、理由（Ａ～Ｆ）を
○で囲んでください。

※前年度（令和５年度）途中から切り替える場合は、「特別徴収に関する綴」に添付されている「給与所得者
異動届出書」を提出してください。

〇定額減税の対象となる方は、７月分からの徴収となります。これにより、開始月を6月で希望された場合
　でも7月分からの徴収開始となりますのでご了承ください。

□特別徴収にしない→　理由（　Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ ・ Ｅ ・ Ｆ　）

□特別徴収にする　→　開始月：　６月　・　７月

□特別徴収にしない→　理由（　Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ ・ Ｅ ・ Ｆ　）

□特別徴収にする　→　開始月：　６月　・　７月

　Ｔ　・　Ｓ　・　Ｈ

　　　　．　　．

　Ｔ　・　Ｓ　・　Ｈ

　　　　．　　．


